えりも町郷土資料館EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ ゴシック" \* hps16 \o\ad(\s\up 15(北緯),N)４２°の会　会則（案）

（名称と事務局）

第1条 この会は、えりも町郷土資料館EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ ゴシック" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(北緯),N)４２°の会（以下「会」という。）と称し、事務局をえりも町郷土資料館（以下「資料館」という。）内に置く。

（組織と目的）

第2条 この会は、えりも町の自然・歴史・文化に関する調査活動を主体にしながら、資料館の事業を支援するボランティアをもって組織し、あわせて会員相互の研さんと交流を図ることを目的とする。

（会の事業）

第3条 この会は前条の目的を達成するため、次のような事業と活動を行なう。

1． 会報の発行

2． 町内を主体にした自然・歴史・文化などの調査

3． 資料館の事業活動への支援

4． 研修会・学習会の開催と講演

5． 研修視察旅行の実施

6． 関連団体との交流

（会員と会費）

第4条 会員は、この会の目的に賛同する個人・団体とする。

２　会員の年会費は千円とする。その他，必要に応じて徴収する。

（役　員）

第5条 この会に次の役員を置く。役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

　　１．会長　　1名

　　２．副会長　1名

　　３．理事　若干名

　　４．会計　　1名

　　５．監事　　2名

　２　役員は総会で選出する。

　３　会長・副会長・会計は、理事会で互選する。

　４　補充によって選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会　議）

第6条 この会の会議は、総会及び理事会とする。

　２　会議は会長が召集する。

　３　総会は年度内に1回以上開催し、事業計画、役員の選出、ほか重要な事項を決める。

　４　理事会は必要に応じて開催し、事業活動に関する具体的な事項を協議する。

（経　費）

第7条 この会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって賄う。

　２　この会の経理は会計が行なう。

　３　この会の会計年度は､4月1日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

付　則

この会則は､平成１３年１１月１１日から施行する。

